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令和２年８月 28 日 

 

「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」の公表について 

 

 

１．本ガイドラインについて 

本ガイドラインは，出入国在留管理庁と文化庁が，共生社会実現に向けたやさし

い日本語の活用を促進するため，学識有識者，地方自治体，外国人を支援する団体

の関係者等からなる「在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインに関する有識

者会議」（※）を開催し作成しました。 

 

日本に住む外国人が増え，その国籍も多様化する中で，日本に住む外国人に情報

を伝えたいときに，多言語で翻訳・通訳するほか，やさしい日本語を活用すること

が有効です。やさしい日本語を使うことで，日本に住む外国人にもしっかりと国や

地方公共団体が発信する情報が届くようになることを目指しています。 

 
（※）「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を策定することを目的と

して出入国在留管理庁が設置。令和２年２月以降，計４回開催。 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri15_00004.html 

 

２．本ガイドラインの内容 

概要及び詳細については別添を御覧ください。 

 

 
  

 

出入国在留管理庁及び文化庁は，国や地方公共団体が外国人向けに情報発信を行

う際にやさしい日本語を用いることに資するように，「在留支援のためのやさしい

日本語ガイドライン」を策定しました。 


